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１  計画策定の背景  

（１）国では  

わが国が目指すべき社会を障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に

人格と個性を尊重しあう共生社会を目指し、そのための分野別施策の基

本的方向を示す計画として平成１４年１２月に平成１５年度から平成２

４年度までの１０年間について国の障害者基本計画が策定されました。  

 福祉サービスについては、平成１５年社会福祉構造改革の一環として

身体障害者及び知的障害者を対象として、利用者が自ら福祉サービスを

選択できる支援費制度が導入されました。  

 しかし、支援費制度は精神障害者を対象としていなかったことや地域

生活への移行や就労支援などの課題に対処するため、平成１７年１１月、

障害者自立支援法が制定され平成１８年４月施行、同年１０月から地域

生活支援事業も加わり完全実施されました。  

（２）千葉県では  

千葉県においては、障害者基本法に基づく障害者計画と障害者自立支

援法に基づく障害福祉計画の計画期間を合せるため、第三次障害者計画

が終期を迎える平成２０年度に第四次障害者計画と千葉県障害福祉計画

を策定しました。  

障害者基本法に基づく、健康福祉、教育、雇用など障害者施策の総合

基本計画と位置付け、「誰もが、その人らしく、ありのままに、地域で暮

らすことのできる新たな地域福祉像」を目指しています。  

（３）流山市では  

障害者基本法に基づく障害者計画と障害者自立支援法に基づく障害福

祉計画の計画期間を合せるため、流山市障害者支援計画（平成１７年度

～平成２１年度）の終期を待たずに、平成２１年度からの流山市障害者

計画と流山市障害福祉計画の二つの計画を合わせた計画としました。  

その流山市障害者計画は、計画期間を平成２１年度から平成２６年度

までの６か年間としました。また障害福祉計画の計画年度を平成２１年

度から平成２３年度を第２期計画として、平成２４年度から平成２６年

度を第３期計画とします。  

第１章  計画策定の趣旨  
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２  計画の期間  

 

「流山市障害者計画」の計画期間は、平成２１年度から平成２６年度

までの６か年間ですが、第３期障害福祉計画が始まる平成２４年度に合

わせ、見直しを行いました。  

平成２７年度からは、新たな流山市障害者計画を策定します。  

 

＊障害者計画・障害福祉計画の計画期間  

 Ｈ 20 

年度  

Ｈ 21 

年度  

Ｈ 22 

年度  

Ｈ 23 

年度  

Ｈ 24 

年度  

Ｈ 25 

年度  

Ｈ 26 

年度  

Ｈ 27 

年度  

流 山 市

障 害 者

計画  

第 三 次

計画  
第四次計画  （見直し）  

新計画  

ス タ ー

ト  

流 山 市

障 害 福

祉計画  

第 １ 期

計画  
第２期計画  第３期計画  

新計画  

ス タ ー

ト  
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３  計画の性格と位置付け  

 

 この計画は、障害者基本法第１１条に基づく「障害者計画」として、

流山市の障害者施策全般に関する基本的な計画として位置付けます。  

 このため、国の「障害者基本計画」、県の「障害者計画」を踏まえたも

のとします。  

 また、この計画は、平成１２年度から新たにスタートした「流山市総

合計画」（基本構想・後期基本計画）の部門計画として位置付けるととも

に、総合計画に基づく実施計画や各年度の予算編成にあたっては、本計

画と整合が図れるように努力するものとします。  

 

【計画の位置付け】  

 

国                 市  

  

 

 

 

 

 

  県  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者基本計画  流山市総合計画  

流山市地域福祉計画  

流山市障害者計画・障害福祉計画  

実  施  計  画  

千葉県障害者計画  
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４  人口と障害者手帳所持者の推計  

  

この計画の計画期間である平成２１年度から平成２６年度までの６年

間の人口と障害者手帳所持者数を次のとおりと推計し、計画の基礎数値

とします。なお、精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳所持

者だけが必ずしも精神保健福祉法第５条で規定される精神障害者とはな

らないことから、自立支援医療（精神通院）受給者数及び在院（入院）

患者数の総数を基礎数値とし、精神障害者欄に（   ）書きで掲載しま

す。  

 

 平 成 2 1 年 度  平 成 2 2 年 度  平 成 2 3 年 度  平 成 2 4 年 度  平 成 2 5 年 度  平 成 2 6 年 度  

人   口  163, 034  166, 092  166, 000  168, 000  170, 000  172, 000  

身 体 障 害 者  3,94 9  3,97 3  4,03 8  4,10 3  4,16 8  4,23 3  

知 的 障 害 者  607  632  631  638  646  654  

精 神 障 害 者  
613  

 （ 1,4 06） 

697  

 （ 1,6 07） 

754  

 （ 1,7 15） 

811  

 （ 1,8 23） 

868  

 （ 1,9 31） 

925  

 （ 2,0 39） 

※  上記の表については年度表示。５ページ以降の表は年表示のため、  

１年間の乖離がある。  

※  人口は、翌年の４月１日現在の数による。  

※    障害者は、各年度の３月３１日現在の人数による。  

※  身体障害者の推計は、平成１８年度から平成２２年度までの平均。  

年間増加数（６５人）を固定して加算。  

※  知的障害者の推計は、平成２２年度の人口比（０．３８％）を固定  

して積算。  

※  精神障害者上段の推計は、年間増加数（５７人）を固定して加算。  

※  精神障害者下段（  ）書きの推計は、平成１８年度から平成２２年  

度までの平均。年間増加数（１０８人）を固定して加算。  
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１  身体障害者の状況  

 

（１）身体障害者手帳所持者数  

平成２３年３月末現在の身体障害者手帳所持者数は、１８歳未満が７

７人、１８歳以上が３，８９６人で合計３，９７３人となっており、年

間で２４人増えています。  

今後も高齢社会の進行により身体障害者が増えて行くものと推測され  

ます。  

 

 
 

人口に対する身体障害者の割合  

平成１９年  平成２０年  平成２１年  平成２２年  平成２３年  

３ ，６ ４ ７ 人  ３ ，７ ４ ２ 人  ３ ，８ ２ ３ 人  ３ ， ９ ４ ９ 人  ３ ， ９ ７ ３ 人  

２．３２％  ２．３７％  ２．３９％  ２．４２％  ２．３９％  

※  各年の３月末現在の人数による。  

資料：障害者支援課  

第２章  流山市における障害者の状況  
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（２）障害種類別状況  

平成２３年３月末現在の身体障害者手帳所持者の障害種類別につい

てみると、肢体不自由者が２，１６７人で５４．５％を占めており、

前年比８人増加しています。内部障害者は１，２５５人、３１．６％

で第２位を占めており対前年比７人の増加で、両障害の人数の増加が

顕著です。生活習慣病や事故、老化による衰えなどにより障害者が増

加していることがうかがえます。  

その他の音声言語機能、聴覚平衡機能、視覚障害者についての変動

は横ばい状態となっています。  

 

 

 

※  各年の３月末現在の人数による。  

資料：障害者支援課  
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（３）種類別等級別状況  

平成２３年３月末現在の身体障害者手帳所持者の等級別状況は、重

い障害を有する１級が１，４８０人、２級が７５８人で合計２，２３

８人となっており、全体の５６．３％を占めています。また、障害を

種類別に見てみると、１級・２級の重度障害者のほとんどが肢体不自

由者、内部障害者が占めています。  

資料：障害者支援課  

 

 

＊施設の入所状況  

 

  平成２３年３月末現在の状況は、生活介護１９人、施設入所支援

２０人、身体障害者療護施設２人、身体障害者授産施設１人、 内部

障害者更生施設１人となっています。  
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（４）年齢階層別状況  

平成２３年３月末現在の身体障害者手帳所持者に占める６５歳以上

の割合は、６７ .５％となっており、平成２０年３月末現在の６５．５％

に比べ２．０％の伸びがみられます。  

また、年齢層の人口に対する身体障害者の割合は、６５歳以上が最

も 高 く 約 １ ３ 人 に 1 人 の 高 齢 者 が 身 体 障 害 者 と な っ て い ま す 。  

 

 

 

年齢層人口に対する身体障害者の割合  

0～ 17 歳  18～ 39 歳  40～ 64 歳  65 歳以上  

０．２９％  ０．４６％  １．８２％  ７．９１％  

   資料：障害者支援課  
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２  知的障害者の状況  

 

（１）療育手帳所持者数  

平成２３年３月末現在の療育手帳所持者数は６３２人となっており、

前年に比べ２５人の増加となりました。  

年齢層については、６歳未満の方が５．１％、６歳から１８歳未満

の方が３０．４％、１８歳以上の方が６４．５％を占めています。  

 

 

※  各年の３月末現在の人数による。  

・年齢層別割合  

区分  平成２１年  平成２２年  平成２３年  

６歳未満  ３．９％  ３．８％  ５．１％  

６～１７歳  ２６．２％  ２７．８％  ３０．４％  

１８歳以上  ６９．９％  ６８．４％  ６４．５％  

資料：障害者支援課  

（２）程度別状況  
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※  各年の３月末現在の人数による。  

資料：障害者支援課  

 

療育手帳の障害程度の基準  

 最重度   ○Ａ    知能指数がおおむね２０以下  

重度  Ａの１  知能指数がおおむね２１～３５  

    Ａの２  知能指数がおおむね３６～５０（重複障害を有する）  

 中度  Ｂの１  知能指数がおおむね３６～５０  

 軽度  Ｂの２  知能指数がおおむね５１～７５  

 

＊  施設入所等の状況  

 平成２３年３月末現在の施設入所状況は、生活介護９４人、施設入所

支援２７人、入所更生施設２１人、入所授産施設４人、通所授産施設２

人となっています。
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３  精神障害者の状況  

 

（１）精神障害者数  

平成２３年３月末現在自立支援医療（精神通院）受給者数は１，６

０７人となっており、前年比２０１人増加となりました。  

在院（入院）患者数は、近年では１７０人前後で推移しています。  

 

 

 

 

※  自立支援医療（精神通院）受給者数は、各年の３月末現在の人数による。  

※  在院（入院）患者数は、各年の６月３０日現在の人数による。  
※  平成２３ 年の在院（入院）患者数については、過去３年間の平均値によ

り算出した。  

資料：障害者支援課  
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（２）精神障害者保健福祉手帳所持者及び程度別状況  

平成２３年３月末現在の精神障害者保健福祉手帳所持者は６９７人

となっており、前年比８４人の増加となりました。  

また、近年の傾向として、特に２級の精神障害者保健福祉手帳所持

者が増加傾向にあります。  

 

 

 

資料：障害者支援課  
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１ 社会参加の状況 
 

（１）移動手段の確保 
区  分 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

福祉タクシーの

利用延べ件数 
３２，０５８ ３０，０５７ ３２，２１７ ３２，６３０ ３５，０７２ 

自動車改造費の

助成件数 
１ １ ４ １ ２ 

自動車燃料費の

助成利用者数 
９６５ ８５９ ９８５ １，０７２ １，０１１ 

グリーンバス 

半額割引 
（精神保健福祉手帳所持者含む）              

      資料：障害者支援課 

 

２ 社会的自立の推進 

 
（１）障害者向け住宅の状況              （平成２３年３月末現在） 

団 地 名 特目住宅区分 建築年度 構造 戸数 間取り 
柳田団地１号棟 身体障害者向け住宅 平成元年度 耐火５Ｆ ２戸 ３ＤＫ 

大橋団地３号棟 身体障害者向け住宅 平成６年度 耐火４Ｆ １戸 ３ＤＫ 

大橋団地４号棟 身体障害者向け住宅 平成７年度 耐火３Ｆ １戸 ３ＤＫ 

三輪野山団地 身体障害者向け住宅 平成１５年度 耐火４Ｆ ２戸 ３ＤＫ 

西初石団地 身体障害者向け住宅 平成１７年度 耐火４Ｆ ３戸 ２ＤＫ 

資料：建築住宅課 

 

（２）住宅改善の状況 

区  分 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

高齢者等住宅改

造費助成件数 
２６ ２１ ２７ ４７ ５２ 

  

資料：高齢者生きがい支援課・障害者支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 障害者福祉施策の現状 
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３ 障害者雇用の状況  
 

（平成２２年６月１日現在） 

区         分 
松戸ハローワ

ーク管内 
流山市 

雇用率対象企業数（常用労働者５６人以上の企業数） ２０８ １７ 

法定労働者数 ３７，３５１ ２，５４５ 

雇用率（障害者数（Ａ）／法定労働者数×１００） １．３９％ １．１０％ 

法定雇用率達成企業数 ８３ ６ 

法定雇用率未達成企業数 １２５ １１ 

法定雇用率達成企業割合 ３９．９％ ３５．３％ 

障

害

者

の

内

訳 

重度の身体障害者数（×２人） ９２ ９ 

重度以外の身体障害者数 １５５ ６ 

重度の知的障害者数（×２人） ２５ ０ 

重度以外の知的障害者数 １０１ ３ 

重度身体障害者数（短時間労働者） １３ １ 

重度知的障害者数（短時間労働者） ２ ０ 

精神障害者数 １５ ０ 

精神障害者数（短時間労働者・×０．５） １ ０ 

 合計（Ａ） ５２１ ２８ 

※ 法定雇用率は、民間１.８％、教育委員会２.０％、官公庁・特殊法人２.１％ 

※ 法定労働者数は、常用労働者数から障害者が就業することが困難であると認められ

る職種が相当の割合を占める業種について定められる率を乗じて得た数を除いた労

働者数。 

※ 雇用率を得るための人数計算については、重度の場合は、１人を２人として計算す

る。（短時間労働者を除く） 

資料：松戸公共職業安定所 
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４ 教育の充実 

 
（１）特別支援学校等学年別在籍者数 

      平成２３年 ９月 １日現在 

区   分 聴覚障害 肢体不自由 知的障害 病弱 合計 

小     

学

校 

１学年 ０ ０ ５ ０ ５ 

２学年 ２ ４ ５ ０ １１ 

３学年 １ ３ ５ ０ ９ 

４学年 ０ ０ ７ ０ ７ 

５学年 ０ ０ ５ ０ ５ 

６学年 １ ３ ５ ０ ９ 

小 計 ４ １０ ３２ ０ ４６ 

中

学

校 

１学年 ０ ０ ７ ０ ７ 

２学年 ０ ０ ３ ０ ３ 

３学年 ０ １ ３ ０ ４ 

小 計 ０ １ １３ ０ １４ 

合計    ４ １１ ４５ ０ ６０ 

                  資料：学校教育課・障害者支援課 

 

                          

（２）特別支援学級在籍者数   （３）通級による指導を受けている児童数 

  平成２３年９月１日現在             平成２３年９月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 知的障害 

小

学

校 

１学年 １３ 

２学年 ８ 

３学年 １６ 

４学年 １５ 

５学年 １３ 

６学年 １０ 

小計 ７５ 

中

学

校 

１学年 １８ 

２学年 １４ 

３学年 ８ 

小計 ４０ 

合計 １１５ 

区    分 言語障害 情緒障害 
学習障害・

ＡＤＨＤ 

小

学

校 

１学年 １９ １ ３ 

２学年 １５ ２ １ 

３学年 ８ ０ ２ 

４学年 ９ ０ ０ 

５学年 ８ ９ １ 

６学年 ７ ２ １ 

合    計 ６６ １４ ８ 
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５ 障害者（児）支援施設の状況 
 

名    称 施設等の分類 設 置 者 定 員 所 在 地 

つばさ学園 障害児通所施設 流山市 ３０人 駒木台２２１－３ 

児童デイ 

つばさ 
障害児通所施設 流山市 １０人 駒木台２２１－３ 

さつき園 就労継続支援Ｂ型施設 流山市 ４０人 駒木台２３８－１ 

就労支援セン

ター 
就労支援施設 流山市 １０人 駒木台２３８－１ 

身体障害者福

祉センター 

身体障害者福祉センター

Ｂ型施設 
流山市 １５人 東深井４９８－３０ 

デイサービス

センター 

地域活動支援センターⅡ

型施設 
流山市 １５人 平和台２－１－２ 

つつじ園 生活介護施設 
社会福祉法人 

まほろばの里 
６０人 野々下１－３１９ 

地域生活支援

センターまほ

ろば 

単独型短期入所施設 

日中一時支援施設 

社会福祉法人 

まほろばの里 

８人 

１５人 
野々下１－３１９ 

コスモス 
生活介護施設 

就労継続支援Ｂ型施設 

社会福祉法人 

まほろばの里 

１０人 

１０人 
野々下１－３１９ 

アモール 就労継続支援Ｂ型施設 
社会福祉法人 

まほろばの里 
１０人 平和台１－１－１ 

かたぐるま 就労継続支援Ｂ型施設 
社会福祉法人 

まほろばの里 
１０人 鰭ヶ崎１４３８－４ 

流山こまぎ園 就労継続支援Ｂ型施設 
流山市社会福祉

協議会 
２０人 駒木台２０７－１４ 

グリーングリ

ーン（ラポー

ル） 

就労継続支援Ｂ型施設 
ＮＰＯ法人ホリ

デー 
１０人 

西初石３－１０１－２

５ 

キッチンよつ

ば 
就労継続支援Ｂ型施設 

ＮＰＯ法人よつ

ば（「青い鳥」の

分場） 

青い鳥全

体として

３０人 

西初石４－３８１－２ 

（初石公民館内） 

すみれ 
地域活動支援センターⅠ

型施設 

ＮＰＯ法人自立

サポートネット 
なし 西深井３９０－１ 

初石工房 
地域活動支援センターⅢ

型施設 

ＮＰＯ法人自立

サポートネット 
１９人 東初石３－１３３－１ 

いろいろやハ

ーモニー 

地域活動支援センターⅢ

型施設 

ＮＰＯ法人自立

サポートネット 
１５人 平和台３－２－１５ 

南天の木 
地域活動支援センターⅢ

型施設 

ＮＰＯ法人南天

の木 
２４人 江戸川台西２－１４８ 

エンゼルフラ

ワー 

地域活動支援センターⅢ

型施設 

ＮＰＯ法人エン

ゼルフラワー 
１９人 江戸川台東２－５ 

エフアンリ 日中一時支援施設 
ＮＰＯ法人エフ

アンリ 
６人 東深井２８０ 

みどり園 障害者支援施設 
東葛中部地区総

合開発事務組合 

１２０人

(２０人) 
我孫子市中峠２３１０ 

※ （ ）内数値は、流山市分の定員                   資料：障害者支援課 
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１  計 画 の 基 本 理 念  

 

 障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、 誰 も が 相 互 に 人 格 と 個 性 を 尊 重 し 支

え 合 う 共 生 社 会 を 目 指 し ま す 。  

共 生 社 会 に お い て は 、 障 害 者 は 、 社 会 の 対 等 な 構 成 員 と し て 人

権 を 尊 重 さ れ 、 自 己 選 択 と 自 己 決 定 の 下 に 社 会 の あ ら ゆ る 活 動 に

参 加 、 参 画 す る と と も に 、 社 会 の 一 員 と し て そ の 責 任 を 分 担 し ま

す 。  

 共 生 社 会 と い う 地 域 社 会 を 創 生 し て い く た め に 、 障 害 の 有 無 に

か か わ ら ず 、 全 市 民 が 参 画 ・ 協 働 し て 、 ま ち づ く り を 推 進 し て い

く 必 要 が あ り ま す 。  

 こ の 計 画 で は 、「 共 に 生 き 、共 に 築 く 、私 た ち の ま ち － 流 山 」を

基 本 理 念 と し ま す 。  

＊ こ の 計 画 で は 発 達 障 害 者 や 高 次 脳 機 能 障 害 者 も 含 み ま す 。  

 

２  計 画 の 基 本 方 針  

 

 障 害 者 計 画 は 、 次 の よ う な 基 本 的 な 考 え 方 に 基 づ い て 展 開 し て

い き ま す 。  

 

（ １ ） 啓 発 ・ 広 報 の 充 実  

○  障 害 者 の 自 立 と 社 会 参 加 を 促 進 す る に は 、 全 て の 人 に 障 害

者 や 福 祉 に 関 す る 理 解 と 認 識 を 深 め る 必 要 が あ る こ と か ら 、

啓 発 活 動 を 推 進 し ま す 。  

○  ま つ り や イ ベ ン ト 行 事 は 障 害 者 と 市 民 が ふ れ あ い 、 理 解 を

深 め る 機 会 で す 。 市 民 の 参 加 を 促 し 、 理 解 と 交 流 を 深 め ま

す 。  

○  イ ン タ ー ネ ッ ト や 点 字 の 広 報 紙 、 音 声 の 広 報 な ど あ ら ゆ る

障 害 の 方 へ 情 報 の 伝 達 に 心 が け ま す 。  

第 ４ 章   計 画 の 目 標  
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○  障 害 者 福 祉 に 対 す る 正 し い 理 解 と 認 識 を 深 め る た め 、 生 涯

学 習 、 学 校 教 育 に お い て も 福 祉 教 育 を 推 進 し ま す 。  

○  地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る う え で 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 果 た す 役 割

は 、重 要 で あ る こ と か ら 、ボ ラ ン テ ィ ア の 育 成 体 制 の 整 備 、

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 体 系 的 整 備 、地 域 の 活 動 拠 点 の 確 保 等 、

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 促 進 を 図 り ま す 。  

 

 

 

（ ２ ） 生 活 支 援 サ ー ビ ス の 充 実  

○  地 域 で 自 立 し た 生 活 が で き る よ う に 各 種 相 談 体 制 の 整 備 、

相 談 窓 口 の 連 携 の 推 進 な ど 、 相 談 体 制 の 充 実 を 図 り ま す 。  

○  安 心 し て 自 立 し た 生 活 を す る た め に 権 利 擁 護 体 制 の 整 備 を

図 り ま す 。  

○  障 害 者 に 対 す る 虐 待 な ど の 問 題 に 対 応 で き る 体 制 の 推 進 を

図 り ま す 。  

○  障 害 者 が ス ポ ー ツ や レ ク リ エ ー シ ョ ン 、 文 化 活 動 に 参 加 で

き る よ う に 支 援 体 制 の 整 備 と 事 業 を 推 進 し ま す 。  

○  在 宅 で の 生 活 の 充 実 を 図 る た め 、 各 種 手 当 て な ど の 経 済 的

支 援 と ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 事 業 の 人 材 確 保 を 推 進 し ま す 。 

○  自 宅 以 外 の 地 域 で 快 適 な 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う に 、

日 中 一 時 支 援 や シ ョ ー ト ス テ イ 施 設 の 充 実 を 推 進 し ま す 。  

○  地 域 で の 自 立 を 促 進 す る た め に 、 グ ル ー プ ホ ー ム 等 の 整 備

や 自 立 生 活 の 場 を 確 保 し ま す 。  

 

 

 

（ ３ ） 生 活 環 境 の 整 備  

○  障 害 者 の 自 立 と 社 会 参 加 を 促 進 す る た め に は 、 移 動 、 交 通

対 策 の 推 進 が 必 要 で あ り 、 公 共 交 通 施 設 等 の 整 備 、 安 全 な

歩 行 空 間 の 確 保 を 図 り ま す 。  

○  高 齢 者 、 障 害 者 を 含 む 全 て の 人 が 安 全 で 快 適 に 生 活 で き る
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よ う に 、 住 み よ い 生 活 環 境 づ く り や 既 存 施 設 等 の 改 善 を 図

り 、 公 共 施 設 等 の バ リ ア フ リ ー 化 を 促 進 し ま す 。  

○  災 害 の 際 に 障 害 者 が 地 域 の 支 援 体 制 を 受 け ら れ る 仕 組 み づ

く り や 地 域 を 中 心 と し た 防 犯 体 制 の も と 、 犯 罪 に 巻 き 込 ま

れ な い よ う に 防 災 ・ 防 犯 対 策 の 推 進 を 図 る た め 、 関 係 団 体

の 連 携 、 地 域 支 援 体 制 を 整 備 し ま す 。  

 

 

 

（ ４ ） 子 育 て ・ 教 育 の 充 実  

○  成 長 発 達 期 の 乳 幼 児 期 に お い て 適 切 な 療 育 ・ 指 導 を 行 う こ

と は 、 障 害 の 軽 減 等 に 効 果 が あ る こ と か ら 、 療 育 支 援 体 制

の 充 実 を 図 り ま す 。 ま た 、 保 育 所 や 幼 稚 園 な ど 就 学 前 の 機

関 に 対 し て 、療 育 相 談 や 巡 回 相 談 等 に よ り 連 携 を 強 め ま す 。 

○  障 害 の 種 類 や 程 度 に 応 じ た き め 細 か な 就 学 指 導 が 求 め ら れ

る こ と か ら 、特 別 支 援 教 育 関 連 事 業 や 教 育 内 容 の 充 実 な ど 、

学 校 教 育 の 充 実 を 図 り ま す 。  

 

 

（ ５ ） 就 労 支 援 ・ 雇 用 の 促 進  

○  自 立 を 促 進 す る た め に 、 可 能 な 限 り 職 に 就 く こ と が で き る

よ う に 、 福 祉 的 就 労 か ら 一 般 就 労 ま で 障 害 に 即 し た 多 様 な

就 労 形 態 を 目 指 し た 支 援 を 行 い ま す 。  

○  就 労 形 態 に 応 じ た 就 労 施 設 の 整 備 や 誘 致 に 努 め る と と も に 、

仕 事 の 受 注 先 と し て 公 共 事 業 も 関 係 機 関 と 協 議 の 上 計 画 し

ま す 。  

 

 

 

（ ６ ） 保 健 ・ 医 療 の 充 実  

○  母 子 保 健 、 成 人 保 健 、 精 神 保 健 の 対 策 の 充 実 を 図 り 、 障 害

の 早 期 予 防 と 健 康 づ く り を 推 進 し ま す 。  
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○  日 常 生 活 を 支 援 す る 在 宅 サ ー ビ ス を 充 実 す る た め 、 各 種 サ

ー ビ ス の 充 実 向 上 、 介 護 サ ー ビ ス 体 制 の 拡 充 、 住 民 参 加 型

サ ー ビ ス の 検 討 を し ま す 。  

○  在 宅 で 自 立 生 活 が 困 難 な 方 な ど の 多 様 化 す る ニ ー ズ に 対 応

す る た め 、 施 設 の 整 備 充 実 、 民 間 活 力 ・ 広 域 対 応 施 策 の 推

進 等 、 施 設 福 祉 サ ー ビ ス の 充 実 を 図 り ま す 。  

○  障 害 者 や 介 護 者 の ニ ー ズ に 的 確 に 対 応 す る た め に は 、 保 健

医 療 と 福 祉 サ ー ビ ス の 連 携 が 必 要 で あ る こ と か ら 、 障 害 者

施 策 の 総 合 的 推 進 と 関 連 窓 口 の 連 携 強 化 を 図 り ま す 。  

 

 

 

（ ７ ） 情 報 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 促 進  

○  障 害 者 に 配 慮 し た Ｉ Ｔ 利 用 を 支 援 し 、 社 会 参 加 を 推 進 し ま

す 。  

○  視 覚 障 害 者 の 移 動 を 容 易 に す る た め に 、 ガ イ ド ヘ ル パ ー の

養 成 を 計 画 的 に 行 い ま す 。  

○  手 話 通 訳 奉 仕 員 や 要 約 筆 記 奉 仕 員 等 の 養 成 研 修 を 推 進 し 、

聴 覚 障 害 者 の コ ミ ュ ニ ケ -シ ョ ン 支 援 体 制 の 充 実 を 図 り ま

す 。  
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３ 施策分野と主要課題（施策体系）   

 
 

 

（１）啓発活動の充実           

（２）交流機会の拡充           

（３）広報活動の充実           

（４）福祉教育の推進           

（５）地域福祉の推進           

                                  

             （１）相談体制の充実                  

             （２）権利擁護の推進           

（３）文化・スポーツ活動の推進      

（４）在宅福祉サービスの充実       

（５）日中活動の支援           

    （６）地域生活への移行支援        

 

（１）道路・交通のバリアフリー化の促進   

（２）公共施設等のバリアフリー化の促進  

（３）防災、防犯対策の推進         

 

 

（１）保育、就学前教育の充実       

（２）学校教育の充実        

（３）つばさ学園の充実          

 

 

（１）就労や雇用の場の確保        

（２）就労施設利用者の支援        

（３）地域活動支援センターⅢ型への移行  

 

 

（１）健康都市宣言・健康づくりの推進   

（２）医療福祉サービスの充実       

（３）重症心身障害児（者）の広域対応     

  

 

（１）ＩＴ利用の推進           

（２）ガイドヘルパーの養成        

（３）手話通訳奉仕員の養成・派遣の促進  

                   （４）要約筆記奉仕員の要請・派遣の促進 

 

 

 

１ 啓発・広報の充実 

３ 生活環境の整備 

５ 就労支援・雇用の

促進 

６ 保健・医療の充実 

２ 生活支援サービ

スの充実 

４ 子育て・教育の 

充実 

７ 情報・コミュニケ

ーションの促進 

基本理念 施策分野 
主要課題 

共

に

生

き

、

共

に

築

く

、

私

た

ち

の

ま

ち

―

流

山 

主要課題 
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４ 重点事業 

 
計画期間（平成２１年度～平成２６年度）において、施策体系中の各事業を重点的に

推進します。 

 

（１）啓発・広報の充実 

事業名 事業の内容及び目標 

啓発活動の充実 障害者週間行事の充実、身体障害者補助犬への理解促進 

交流機会の拡充 福祉広場（市民まつり）、福祉バザーの開催 

広報活動の充実 ホームページの充実、声の広報、点字広報の提供 

福祉教育の推進 体験学習の実施、障害者団体との交流、福祉の授業 

地域福祉の推進 
ボランティアの育成、ボランティアの啓発、障害者団体の

活動拠点の整備、ＮＰＯ活動の推進 

 

（２）生活支援サービスの充実 

事業名 事業の内容及び目標 

相談体制の充実 
自立支援協議会の活用、相談体制の充実、ピアカウンセラ

ーの育成、中核地域生活支援センターとの連携 

権利擁護の推進 

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり

条例の普及・啓発 

成年後見制度の推進 

文化、スポーツ活動の推

進 

各種スポーツ大会への参加促進、障害者スポーツ・レクリ

エーション活動の推進、障害者のスポーツ活動の推進 

在宅福祉サービスの充実 
住宅改造の助成、各種手当や補装具・日常生活用具の支給 

ホームヘルプサービスの充実 

日中活動の支援 ショートステイ施設の整備促進 

地域生活への移行支援 グループホームやケアホームなどの整備促進 
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（３）生活環境の整備 

事業名 事業の内容及び目標 

道路・交通のバリアフリ

ー化の促進 

公共交通のバリアフリー化、歩行空間のバリアフリー化、

市街地の整備 

公共施設等のバリアフリ

ー化の促進 
障害者の居住施設の整備、既存施設のバリアフリー化 

防災・防犯対策の推進 
地域防災体制の整備、災害時の避難体制整備、地域防犯体

制の整備 

 

（４）子育て・教育の充実 

事業名 事業の内容及び目標 

保育、就学前教育の充実 
つばさ学園の充実、幼児ことばの相談室の充実、健常児と

の交流事業の推進、療育相談の充実 

 

学校教育の充実 

特別支援教育と交流教育サポート体制の推進、学習障害・

ＡＤＨＤ・自閉症等の教育的支援、建物の耐震補強・バリ

アフリー化 

つばさ学園の充実 

早期発見・早期療育の観点により実施している療育相談や

通所による指導をはじめ、幼児ことばの相談室等を統合し

たつばさ学園の充実 

 

（５）就労支援・雇用の促進 

事業名 事業の内容及び目標 

就労や雇用の場の確保 
障害の特性や程度に合せ福祉的就労から一般雇用までを

視野に入れて働く場の確保を推進 

就労施設利用者の支援 
利用者負担の軽減、通所交通費の助成等働きやすい環境づ

くりを推進 

 

（６）保健・医療の充実 

事業名 事業の内容及び目標 

健康都市宣言・健康づく

りの推進 

ＷＨＯが提唱している健康都市の理念に基づく健康づく

りの推進 

医療福祉サービスの充実 
制度の変化に応じた重度障害者の医療費助成、精神入院患

者の医療費助成 

重症心身障害児（者）の

広域対応 

県と鎌ヶ谷、松戸、柏、我孫子、野田、流山の６市の圏域

で、重症心身障害児（者）施設の整備の推進 
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（７）情報・コミュニケーションの促進 

事業名 事業の内容及び目標 

ＩＴ利用の推進 
障害者用のパソコン周辺機器及び専用ソフトの利用の推

進 

ガイドヘルパーの養成 視覚障害者ガイドヘルパーの養成 

手話通訳奉仕員の養成・

派遣の促進 
手話通訳奉仕員の養成・派遣の促進 

要約筆記奉仕員の養成・

派遣の促進 
要約筆記奉仕員の養成・派遣の促進 
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５ 整備目標（数値目標） 
 

（１）社会参加の促進 

項     目 
現状 

（２２年度） 

新目標 

(２６年度) 

地域生活支援事業 

（コミュニケーション） 

手話通訳奉仕員 ６人 ２０人 

要約筆記奉仕員 １３人 ２０人 

地域生活支援事業 

（移動支援） 

知的障害者     

ガイドヘルパー 
１５２人 

５７人 １５０人 

視覚障害者     

ガイドヘルパー 
９５人 １００人 

精神保健福祉ボランティア ５２人 ６０人 

 

（２）社会的自立の推進 

項     目 
現状 

（２２年度） 

新目標 

(２６年度) 

障害者向け市営住宅（車いす対応含む） ９戸 ２３戸 

居 宅 介 護（精神障害者ホームヘルパー） ２０４人 ２３７人 

共同生活援助・共同生活介護 ４８人 ９２人 

障害者の店（Ｈ２３年度までに新体系へ） ５か所 ―   

地域活動支援センター Ⅲ型 ４か所 ９か所 

就労継続支援Ａ・Ｂ型 
Ａ型 ０か所 １か所 

Ｂ型 ３か所 ４か所 

地域活動支援センター Ⅰ型 １か所 ２か所 

相
談
体
制
等
の
充
実 

ケースワーカー ８人 ８人 

身体ピアカウンセラー ０人 ３人 

知的ピアカウンセラー ０人 ３人 

精神ピアカウンセラー ０人 ５人 

精神障害者相談員 ４人 ５人 
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就労指導員 ５人 ５人 

（３）施設福祉サービスの整備 

項     目 
現状 

（２２年度） 

新目標 

(２６年度) 

生活介護 

（知的障害者通所更生施設（つつじ園）） 
６０人 ６０人 

生活介護 
コスモス 

生 
１０人 １０人 

新規施設 ０人 １０人 

短期入所 
まほろば 

短 
８人 ８人 

新規施設 ０人 １２人 

日中一時支援 日 ２か所 １８人 ４か所 ３４人 

障害児通所施設（つばさ学園） ３０人 ３０人 

障害児通所施設（児童デイつばさ） ０人 ３０人 

児童発達支援センター ※ 

（新つばさ学園） 
０か所 １か所 

就労移行支援（就労支援センター） １０人 １０人 

重症心身障害児（者）施設 ０か所 １か所 

 

※  つばさ学園の機能を中心に「ことばの相談室」「療育相談室」「児童デイサービス」

等を統合し、児童発達の支援を行います。今後、法制度の改正が予定されており、

必要に応じて整備を図ります。 
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６ 計画の推進 

 
１ ネットワークとフットワーク 

 障害の有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会を目指

し、市民が参画・協働して障害者の福祉の向上に努めていきます。 

 そのためには、私たちのまわりにある様々な福祉資源を活用することが大切です。 

本計画では、行政だけではなく、自治会、地域の人々、民生（主任児童）委員、地区

社協、ＮＰＯ、ボランティア、学校、企業、各種関係施設・団体等が、それぞれの立場

に応じた役割を分担しながらネットワークを構築するとともに、協働というフットワー

クで、「共に生き、共に築く、私たちのまち―流山」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察署 

病院 

保育所 学校 

市役所 

障害者・家族 

自治会 

ＮＰＯ・ボランティア 

特別支援学校 
幼稚園 

障害者支援施設 

民生（主任児童）委員 
地区社協 

健康福祉セン

ター 

企業 店舗 
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２  計画の進行管理と推進  

 障害者に関する総合的なサービス体制を確立するため、市民の代表か

ら構成される市長の諮問機関の流山市福祉施策審議会や関係機関・当事

者団体・ボランティア等で構成される流山市障害者福祉推進会議におい

て、各機関・団体が連携し、計画の進行管理と推進を図っていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  国・県への要請  

 障害者福祉のより一層の充実を目指し、各種障害者関連施設の整備拡

充について、国・県への補助・助成の要請を行っていきます。  

 また、広域対応の施設整備や各種制度の拡充等についても要請してい  

きます。  

障 害 者 計 画 

障害福祉計画 

福
祉
施
策
審
議
会 

   

障

害

者

福

祉

推

進

会

議

 

総 合 評 価 

報 告 

評 価 

報 告 

評 価 

事

業

の

推

進 

見

直

し 

見

直

し 


